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刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う 

武蔵村山市まちづくり条例の改正について 

 

 

 

１ 刑法改正に伴う条例改正 

 刑法等の一部を改正する法律（令和４年法律第６７号）により、令和７年６月１日付けで刑法が一部改正されることにより、懲役刑及

び禁錮刑が廃止され、新たに拘禁刑が創設されることから、条例改正が必要となるもの。 

 

 

２ 刑法改正の概要 

「懲役」及び「禁錮」が廃止され、改善更生を図るために刑務作業を行わせることができる「拘禁刑」を創設。 

 

 

３ 条例改正の内容 

 まちづくり条例第１１３条に規定する「懲役」を「拘禁刑」に改めるもの。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料１ 
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武蔵村山市まちづくり条例新旧対照表（案） 

 

改  正  後  （新） 改  正  前  （旧） 

 〇武蔵村山市まちづくり条例 

平成２３年武蔵村山市条例第１８号 

 

目次 略 

 

   第１章から第６章まで 略 

 

   第７章 罰則 

 

第１１３条 第１０６条の規定による命令に違反した者は、６月以下の

拘禁刑又は５０万円以下の罰金に処する。 

 

第１１４条 略 

 

別表 略 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和７年６月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例によ

る。 

 

 〇武蔵村山市まちづくり条例 

平成２３年武蔵村山市条例第１８号 

 

目次 略 

 

   第１章から第６章まで 略 

 

   第７章 罰則 

 

第１１３条 第１０６条の規定による命令に違反した者は、６月以下の

懲役又は５０万円以下の罰金に処する。 

 

第１１４条 略 

 

別表 略 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

武蔵村山市まちづくり条例施行規則新旧対照表（案） 

改 正 案 （新） 改 正 前 （旧） 

○武蔵村山市まちづくり条例施行規則 

平成２４年武蔵村山市規則第１５号 

 

第８２号様式（第１２３条関係） 

（表） 

記 号 番 号 

年  月  日 

様  

武蔵村山市長 □印 

命令書 

 

開発事業の適正な施行を確保するため、武蔵村山市まちづく

り条例第１０６条の規定により、  年  月  日までに下

記の措置をとるよう命じます。 

なお、この命令に従わないときは、同条例第１１３条の規定

により、６月以下の拘禁刑又は５０万円以下の罰金に処される

ことがあります。 

記 

命

令

に

係

る

開

発

事

業

の

内

容 

開発事業番号  事業地  

承 認 日 
 

協定締結日 
 

着 工 届 出 日 
 

適合通知日 
 

開 発 事 業 者 
（住所） 

（氏名） 

代 理 人 
（住所） 

（氏名） 

施 工 者 
（住所） 

（氏名） 

命ずる措置  

理  由  

（日本産業規格Ａ列４番） 

 

○武蔵村山市まちづくり条例施行規則 

平成２４年武蔵村山市規則第１５号 

 

第８２号様式（第１２３条関係） 

（表） 

記 号 番 号 

年  月  日 

様  

武蔵村山市長 □印 

命令書 

 

開発事業の適正な施行を確保するため、武蔵村山市まちづく

り条例第１０６条の規定により、  年  月  日までに下

記の措置をとるよう命じます。 

なお、この命令に従わないときは、同条例第１１３条の規定

により、６月以下の懲役又は５０万円以下の罰金に処されるこ

とがあります。 

記 

命

令

に

係

る

開

発

事

業

の

内

容 

開発事業番号  事業地  

承 認 日 
 

協定締結日 
 

着 工 届 出 日 
 

適合通知日 
 

開 発 事 業 者 
（住所） 

（氏名） 

代 理 人 
（住所） 

（氏名） 

施 工 者 
（住所） 

（氏名） 

命ずる措置  

理  由  

（日本産業規格Ａ列４番） 
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改 正 案 （新） 改 正 前 （旧） 

 

 附 則 

この規則は、令和７年６月１日から施行する。 

 

 


